
巻頭インタビュー

食晶表示法施行の意義と活用

食晶表示をよりわかりやすく充実させるため、 2015年に施行された食晶表示法。

その制定に携わり、消費者や食品関連事業者への普及啓発活動に尽力してきた
消費者庁の西川真由さんに、施行の背景、新制度のポイント、消費者に伝えたいこと、
管理栄養士や栄養士、保健師に期待することなどをうかがいました。

食晶表示法施行の背景

2015 年4月に食品表示法が施行される以前は、食

品衛生法、健康増進法、 JAS法（農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律）という三つの法

律によって食晶表示のルールが定められていました。

さらに、食品衛生法と健康増進法は厚生労働省、 JAS

法は農林水産省が別々に所管していたため統一感が

なく、食品関連事業者にとって、そして消費者にとっ

て、食品表示が複雑でわかりにくいという課題があり

ました。そ乙で、三つの法律の表示に係る部分を一

つにまとめ、食品表示をよりわかりやすく活用しても

らえるものにするため、消費者庁が新しい法律をつく

ったので、す。

消費者庁には、厚生労働省と農林水産省などから

の出向者が多く、それぞれの知識や経験を活かして

話し合い、新しい食品表示制度の仕組みをつくって

いきました。また、 2011 年 9 月から 2012 年 8 月に

かけては「食品表示一元化検討会」を開催し、日本

栄養士会、消費者団体、大学教授、食品関連事業者

団体、主婦連合会など多方面の方々と意見交換を行

って協議を重ね、日本人の健康課題や消費生活の現

状に合わせた細かいルールを決めていきました。

そして出来上がった食品表示法は、消費者の食生活

を支える上でとても意義のあるものだと感じてい

ます。

*l 消費者庁機能性表示食品制度届出データベース
http目：／／www目caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_

function claims/ 
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消費者庁食晶表示企画課総括課長補佐
（※取材時。 2018年7月か5農林水産省に異動）

西川真由

「機能性表示食品」や「特定保健用食品」を
自己管理に活かす

今回の新しい食品表示制度にはさまざまな変更点

や新しい試みが取り入れられましたが（主な内容につ

いては、 p.10 のまとめをご確認ください）、大きなポ

イン卜は二つあります。一つは機能性表示食品制度

の創設です。機能性表示食品制度は、消費者庁に届

け出て食品関連事業者の責任で健康の維持および増進

に役立つという食品の機能性を表示するというもの

です。対象となる食品は、サプリメン卜形状の加工食

品、その他の加工食品、生鮮食品と広範囲にわたっ

ています。類似の制度は諸外国にもありますが、生鮮

食品が対象食品に含まれるのは世界中を見渡しても

日本だけです。 2018年 6月現在で、みかん、もやし、

米、カンパチ、りんごが機能性表示食品として届出

されています。

機能性表示食品制度は食品業界に積極的に受け

入れられ、 2015 年の制度開始からとの 3 年間で届出

のあった食品数は 1 300件以上となり、特定保健用食

品（卜クホ）の許可数を超えました。一方で消費者の

方の認知度はまだ低く、「卜クホとの違いがよくわから

ない」という声もよく聞かれます。消費者庁では、トク

ホは消費者庁長官の許可を受けたもの、機能性表示

食品は食品関連事業者の責任のもとに機能性の表示

を行うものとして届け出られたものという違いをしっ

かりとお伝えするため、パンフレッ卜などで普及啓発

活動を行っています。さらに、消費者庁のデータベ

ース＊lにアクセスしていただくととで、すべての機能

*2 現在はカルシウムと葉酸のみ、疾病リスク低減表示を行うこと力T認め5れている。
（カルシウムの表示例）日頃の運動と適切芯量のカルシウムを含む健康的な食
事は、若い女性が健全芯骨の健康を維持し、歳をとってからの骨組怒症に芯るリ
スクを低減するかもしれません。
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⑬ 
「機能性表示食品」って何？
符定保健用食品（トクホ）娘鍵栂能食品とIi.At.I:る
厳しい食品の栂能性表示制度カできました．

• '••a•~＊＂＇• ＂＇ － ••11の置肝間四郎副守山山
·；！~!ti'l~Prf＞制＂て糟軒E’W也られた闘です

•u崎明醐刊嗣区制時制川崎注目倉時•m
ウェプザイトE公開された・惜しっ刊闘しでくだaぃ，

消費者庁

『知っておきたい食晶の表示』 『早わかり食品表示ガイド』 『「機能’性表示食品」って何？』 『全ての加工食品の原材料の
消費者向け 食品関連事業者向け 消費者向け 産地が表示されます！』

消費者向け

図 1 消費者庁が作成している食品表示についてのさまざまなパンフレット
すべて消費者庁のホームページか5ダウンロードするととができる。

(http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/) 

性表示食品の届出の詳細情報を読んでいただけるよ

うにしています。また、機能性表示食品が件数を伸ば

す中でトクホの価値も再構築する必要があると考え

ています。例えば、疾病リスク低減表示を行う乙とが

できる関与成分＊2を増やすなど、機能性表示食品と

の違いを明確にしていければと考えています。

機能性表示食品や卜クホは、食品なので手軽に

日々の生活に取り入れられるのが利点です。表示さ

れた機能性を見れば、その食品が何に良いのかを簡

単に知るととができるのはメリッ卜でしよう。超高齢

社会となった日本では、健康寿命の延伸や医療費の

削減が喫緊の課題となっていますが、自己管理の一

環として機能性表示食品やトクホを毎日の食生活に

うまく取り入れられるよう、サポートに逼進していき

たいと思います。

「栄養成分表示」の義務化と今後の見通し

二つめの大きなポイン卜は「栄養成分表示」の義務

化です。食品表示法に基づく食品表示基準では、一

般用加工食品および添加物において、熱量（エネル

ギーと表示しても良い）、たんぱく質、脂質、炭水化物、

食塩相当量の 5 項目の栄養成分を表示するととが

*3 食品畠官去に基づく栄養成分表示のためのガイドライン
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labelin 
g_act/pdf/food_labeling_act_ l 80518_000 l .pdf 

義務化されました。つまり、消費者が「脂質の多い食

事を控えたい」「たんぱく質をしっかり摂りたい」「塩分

の摂りすぎに注意したい」などと考えた際に、食品表

示を参考にできるようになったのです。

なお、いきなりすべての食品のパッケージ表示を

切り替えるのは現実的ではないため、食品関連事業

者の方は 2020年の 3月末までに表示の切り替えを完

了してもらうようにしています。食品表示法の施行か

ら 3 年以上が経った現在で、も切り替えが済んで、いな

い食品は結構ありますので、消費者庁では各食品団

体や都道府県の食品表示担当者への講習会に力を

入れ、切り替えを加速しようとしているところです。

食品関連事業者の方は、栄養成分を表示するため

に製品の分析を行ったり、日本食品標準成分表を用

いて計算をしたりと、たくさんの苦労を重ねてくださ

っています。消費者庁では、「食品表示法に基づく栄

養成分表示のためのガイドライン」判を作成し、適切

な表示ができるように詳しい方法を紹介しています。

また、栄養成分のばらつきが大きい食品については

「推定値」叫による表示を認める措置を設け、すべて

の加工食品に健康づくりの目安となる栄養成分を表

示できるような工夫をしています。

実はとの栄養成分表示制度は欧米の方が進んでい

*4 原材料の使用部位や個体差、季節変動などによって、表示された数値が許容差
の範囲内に収まら芯いととがある場合には、「推定値」「との表示値は、目安で
す」と表示するとともに、表示値の根拠資料の保管も必要。
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て、 EU諸国は 7項目、アメリカは 15項目もの義務表

示が規定されています。 日本はようやく 5項目が義務

化され、遅ればせながらもまずは一歩を踏み出せた

といったところでしょう。今後も栄養成分表示をより

活用してもらえるよう、表示の量と読みやすさのバラ

ンスも考慮し、義務表示に追加するべき項目の検討

なと、を行っていきたいと考えています。

地婦を包括した普及活動

消費者庁では、 新しい食品表示制度の内容やその

活用方法を消費者の方にお伝えするととに力を入れ

ています。 その一つの例が、徳島県における栄華成

分表示の普及啓発活動です。 2017年に消費者庁が

徳島県に新拠点を設けたととを機に、徳島県栄華士

会、徳島大学などと協働して、一般消費者を集めた構

褒紙
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母語

習会を行いました。

活動を始めた当初は「栄華成分表示がどういうも

のか全く知らない」という方も多かったのですが、そ

の内容をお伝えすると非常に興味を持っていただけ、

「表示は大切だと思った」「とれからは見るようにす

るJといった声が多く聞かれました。 私自身も徳島大

学で学生のみなさんに講義を行い、 カップ麺一つで

1 日の食塩摂取量の基準を超えてしまうとともあると

とや、ダイ工ツ卜中l乙カロリーばかりを見て食品を選

ぷと栄養バランスが崩れることなどを具体的にお話

させていただきましたが、「新しい気づきがたくさん

あった」『毎日の食事選びに役立てたい」という感想を

いただき、大きな手応えを感じました。

今後は、との徳島県での活動をモデルケースとし

て、地域を包括した消費者への普及啓発活動を全国

展開していく予定です。
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園2 徳島県における栄養成分表示の普及書発活動において使用したパンフレット
『いつまでも元気でいきいきと！栄義成分褒示を活用して、日々の食事をパワーアップ！!J （高齢者向け）

このほかにも、基本版、若年女性向け、中高年者向けのパンフレyトを作成し、消費者の特性に応じて栄養成分褒示の活用が進むようにした。
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作成消費者庁食晶表示企画課
(http://www.caa.go.jp/future/proiect/proiecL008/) 
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商品選択の手助悦増やす

食品表示には、消費者が商品を選択する際に必要

な情報をしっかりと伝える役割があります。加工食品

の原料原産地表示もその一つです。乙れまでは22の

食品群と4品目のみで表示が義務付けられていまし

たが、原料原産地の情報をより詳しく知りたいという

消費者の声の高まりにとたえ、 2017年 9月 1 日から

はすべての加工食品で原材料の産地が表示されると

とになりました（2022年3月末までは経過措置期間）。

すべての加工食品での義務化は国際的にも珍しく、

当初は食品関連事業者側からの反発もありました。

しかし、食の多様化が進み、高品をどういう基準で選

んだら良いかわかりにくい現代において、選択の手

助けとなる情報は必要不可欠です。原料原産地を気

にする方が多いととは確かで、その方たちにとって

は、原産地の表示が安心の材料になるのです。こ

の決議までには苦労も多かったですが、消費生活に

一つ貢献できたと自負しています。

新しい食晶表示制度ではほかにも、アレルギー表

示のルールを改善し、 どの原材料に含まれているか

をわかりやすくしたり、原材料と食品添加物を明確

に区分して表示するようにしたり、 rooたっぷり」

「ムA控えめ」といった栄差強調表示のルールも定め

ています。 いずれも、消費者が自分に合った商品を選

択するととを手助けし、健康的な食生活を送るとと

を支援するための改善です。

専門職の力で食晶表示の活用を促進

食晶表示法の施行から 3年が経ち、食晶表示に目

を向けたり、商品を選ぷときの判断材料に食晶表示

を活用する消費者が増えつつあると実感しています。

特に、 講習会などで食晶表示についての理解を深め

た方は、食生活の改善意欲を持って食晶表示を気に

かけてくださるようになるので、今後も普及啓発活動

に力を入れていく所存です。消費者庁から消費者の

方にお願いしたいのは、食品表示がしっかりしてある

商品を選択していただくととです。 消費者が食品表示

を選択の基準にしているζとがわかれば、食品関連

事業者側も表示のわかりやすさや充実により力を入

れ、 良いサイクルが回っていくことでしょう。

また、食晶表示を各個人の健康づくりに役立てる

場面において重要な役割を果たすのは、管理栄養士、

栄養士や保健師といった専門職の方々で、す。まずは

関心を持って勉強していただき自身の理解を深めた

上で、一人ひとりの年齢や体格、生活習慣などを踏ま

え、日々の買い物で食晶表示のどとを気にかけて欲し

いか、どういう特徴を持った食品を選ぶべきかなど、

具体的なアドバイスをしていただければと思います。

実際、先述した徳島県のケースでも、徳島県栄華士

会の方々は専門的な観点を独自にプラスして、消費

者の方々に大変わかりやすく説得力のある説明をさ

れていました。食品表示法という制度と消費者の日々

の生活をつなぐ架け橋として、ますますの活躍を期待

しています。

快適な消費生活のために

日本は食文化が多様で、スーパーマーケットなど

で売られている食品の種類は実に豊富です。また、

テレビや雑誌、インターネット上にはさまざまな情報

が溢れています。選択肢がたくさんあるのは良い乙と

でもありますが、自分が本当に求めている商品をしっ

かりと選ぶには苦労が多く、何を選べば良いのかわ

からなくなってしまうこともあるでしょう。ぞとで、選

択の際の拠り所としての食晶表示を充実させる必要

性が高まっているのです。食品表示は、毎日の生活を

健康かつ快適にし、安心して食事を摂っていただく上

でなくてはならない大切な情報です。消費者のみな

さんの日々の消費行動を支えるべく、これからも制度

の改良と普及に努めてまいります。

西川真由 NI凶lka明陶u
消費者庁食晶表示企直隈総指標畏糟佐
｛調陣取材置寺. 20 1 8年7月bち農林水産省に異動）

2003年4月鹿林水産省林野庁林政課入省．同省林野庁企画課、大臣官
房秘書課を経て、 2007年4月水産庁加工流通際企画係長.2008年4月

経営局総務課総務係長、周年7月間局経営政策際総括係長. 2010年4月

厚生労働省医薬食品局総務課課長補佐0 2012年9月i=林水産省消費・
安全局表示・企画課課長補佐0 2013年7月在ドイツ日本国大使館一等
書記官。 2016年7月消費者庁食品表示企薗銀総括限度補佐．さまざま
恕省庁て寸食の安全や流通を見つめてきた経取を生かし、食晶表示法の施行
や普及啓発に取り組む。 2018年7月からは.林水産省大臣官房秘書課．
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